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２０１０年代のケーブルテレビの在り方に関する研究会（第９回会合） 

平成１８年１２月２２日 

 

【多賀谷座長】  ただいまから２０１０年代のケーブルテレビの在り方に関する研究会

第９回会合を開催いたしたいと思います。皆様にはご多忙の折ご出席いただき、ありがと

うございます。 

 それでは、まず最初に資料の確認をお願いいたします。 

【井上地域放送課課長補佐】  それでは、本日の配付資料を確認させていただきます。 

 資料は、座席表、議事次第の他、資料９－１「ケーブルテレビ事業の現状と金融機関か

ら見たケーブルテレビ業界」（日本政策投資銀行説明資料）、資料９－２「２０１０年代（２

０１５年）のケーブルテレビ事業」（日本ケーブルテレビ連盟説明資料）、資料９－３「Ｉ

ＰＴＶへの取り組み」（ＮＴＴ説明資料）、資料９－４「『２０１０年代のケーブルテレビの

在り方に関する研究会』報告書目次（案）」の４点でございます。 

 資料の最後に前回会合の議事録をつけさせていただいております。なお、傍聴の皆様分

には議事録を割愛させていただいております。資料に不足等ございましたら、事務局まで

お願いいたします。 

【多賀谷座長】  それでは、本日の議題に入ります。 

 本日の会合では、金融機関から見たケーブルテレビ業界の動向と今後の展望、ケーブル

テレビ業界としての今後の取り組み、ＩＰＴＶに関する取り組み状況等について、日本政

策投資銀行、日本ケーブルテレビ連盟、ＮＴＴからお話をお伺いし、それぞれの発表の後

に質疑応答の時間を設けることとしたいと思います。 

 また、当研究会の報告書の構成について、前回に引き続き検討してまいりたいと思いま

す。 

 それでは、まず、ケーブルテレビ事業の財務面に関する現状分析などにつきまして、日

本政策投資銀行情報通信部長、伊藤様からご説明をいただきたいと思います。お願いしま

す。 

【伊藤情報通信部長】  今、ご紹介にあずかりました日本政策投資銀行の伊藤でござい

ます。今日は、金融機関から見たケーブル業界について、現状がどうか、それから、今後、

金融機関として見る目線、それはどんなものかということについて話をしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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 それでは、資料に基づいてご説明を申し上げます。 

 本行は昭和５９年からケーブルテレビ事業者向けの融資を開始してきておりまして、こ

れまでに２２０社、累計で２,５００億円の出融資を行ってきてございます。融資でござい

ますから残高が毎年少しずつ減っていくわけでございますが、今のところ、大体１,８００

億程度の残高があるということでございます。本行の取引先は１８年３月末現在で１８３

社ございまして、この後ご発表がある連盟さん、この加盟事業者数が３００社でございま

すので、本行としてはその６割程度をカバーしているということでございます。後でも申

し上げますけれども、金融の目線に合う事業者ということでございますので、どちらかと

いえば上の方から１８０社程度というようなことかなと思われます。 

 なお、私どものところでケーブルテレビレポートというのを平成１２年から公表してお

りまして、それまでにもデータをためてはきておりましたけれども、体系的に整理して皆

様方にお見せしているのが１２年以降ということでございます。今日は、それに基づきま

して、我々は経営データについて把握できるという、この金融機関としてのメリットを生

かした分析について前半ご紹介いたしまして、その後で、我々から見て当業界がどんな方

向に進むべきかということについてお話しさせていただきたいと思います。 

 初めに、ケーブルテレビ事業のモデルケースということで示させていただいた表がござ

います。これは一つのモデルケースでございまして、対象世帯数を５万世帯と置き、総投

資額１５億円、投資資金のうち５０％を自己資金で、５０％を借入金としまして、これで

事業をスタートして、開業後１０年目で加入率が放送で２５％、インターネットが１０％

ぐらいになった場合に、どんな財務のモデルになるかというものを示したものでございま

す。これは比較的うまくいくケースではございますけれども、この場合ですと７年目で単

年度黒字に転換いたしまして、１１年目で借入金の償還が終わり、１４年目で繰欠が解消

できると。いずれにしましても、非常に回収に長期を要する事業ということでございます。

それを回避するためには、この場合には最初の年にどーんと投資をすべてやっておるモデ

ルにしておるんですが、工事費をコントロールしながら、加入に見合うような形で工事費

を分散していけば、もう少し前倒しの収益改善ができるのではないかというふうに思われ

ます。いずれにしましても、非常に投資回収に長期を要する事業ということでございます。 

 表の右側の方に金融機関の主な審査点というのがございますが、我々としましては、加

入率の推移だとか、投資効率だとか、調達の仕方だとか、スポンサーシップだとか、そう

いった多岐にわたる事項について見させていただくということを書いたものでございます。 
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 次は、ケーブルテレビの収支構造はどうなっているのかなということでございますが、

表にございますとおり、１４年度に全部の合計で経常損益が黒字になりまして、当期損益

も黒字になったということでございます。それまでは、私どもも昭和５９年から融資を始

めてまいりましたけれども、ずっと水面下の事業であったと。それが平成１４年度に全体

として見て黒字に転換したということでございます。これが１７年度になりますと、この

黒字になった１４年度に比べまして、売り上げで１.３倍、経常利益で３.２倍、当期利益

で９.５倍と、非常に加速度的に売り上げ、特に利益については増加してきているというこ

とでございます。まだ全体として繰欠の解消はできておりませんけれども、１３３億円の

繰欠ということでございますので、全体での繰欠解消というのも視野に入ってきたのかな

ということでございます。 

 下の方のグラフは、経常損益で黒字の会社が何社あるのか、繰越損益で解消した会社が

何社あるのかというのを示したグラフでございますけれども、８割強の事業者が単年度黒

字を達成してございまして、繰欠に関しましても５６％が解消しているというような状況

にございます。総じて足元の状況は良いのかなということでございます。 

 次に参りまして、ケーブル事業者の収入傾向でございます。放送事業の増収率というの

はちょっと低下傾向にあったんですが、ここに来て上昇に転じております。これは、デジ

タル化によりましてＡＲＰＵが上昇しているということがございます。通信事業収入は前

年度比２割弱の増収となりまして、これも引き続き堅調かなと。電障収入というのも地域

によっては非常に大きな収入源でございますけれども、これについては、その解消がどん

どん進んでいるということもございまして、引き続き減少してございます。これからデジ

タル化が進んでまいりますものですから、電障収入に依存しない収益基盤を確保していく

必要があるのかなと我々としては思ってございます。 

 次に参りまして、対象世帯別の営業収入の分析でございます。３万世帯まで、それから

３万世帯～６万世帯まで、６万世帯～１０万世帯まで、それ以上という４つの対象世帯ご

との分類をしてございます。大規模事業者と小規模事業者、中に２つあるというようなこ

とでございますが、１０万世帯以上の大きな事業者さんにつきましては、引き続き営業収

入が増益が強いんですが、それ以外のところは鈍化しつつあるというのが収入状況の分析

でございます。特に放送その他という項目をごらんいただきたいんですが、３万世帯まで

のところにつきましては４.１％から０.５％、３万～６万につきましては６.８％から２.

４％、６万～１０万も７.５から４.６ということで、このレベルの事業者さんが放送その



 -4-

他でこれからどんどん稼いでいくというのはなかなか難しい状況になってきているという

ことかなと思います。１０万世帯以上につきましては、デジタル化が先に進んだというこ

ともございまして、まだまだ伸びているという状況でございます。 

 次に参りまして、１７年度の多チャンネルの加入世帯数でございますが、１社平均で申

しますと７.７％増加してございますけれども、加入率はほぼ横ばいというような状況でご

ざいまして、先ほど申し上げたように、伸び悩んでいるかなということでございます。右

下の表につきましては全事業者で見ておるんですが、黄色いところが解約数、緑色のとこ

ろが新規獲得数ということで、この差分が増になるわけなんですが、全体として伸びては

ございますけれども、その伸び方がちょっと鈍化してきているというようなところが明ら

かになっているかと思われます。 

 次に参ります。対象世帯規模別の平均経過年数と多チャンネル加入率ということでござ

いますけれども、多チャンネルの加入率は、年間でこれをずっと見ていきますと平均２.

４％は伸びていると。これは、地域独占というようなこともございまして、長くやってい

れば加入率は上がっていくのは当然の話でございます。ただ、加入率の伸びにつきまして

は、６万～１０万の中規模の事業者の多チャンネル加入率の伸びが低いということがござ

います。大きいところは運営の効率化によって営業に人員を割ける等のことがございまし

て、この線でいきますと黒いところのライン、それから小さいところに関しては、これが

赤いラインの①のところなんですが、小回りがきくということ、それから営業をかけやす

いということがございまして、加入率が高くなっているという傾向にございます。いずれ

にしましても、遅い、早いはございましても、それなりに加入率は上がっていくものだと、

加入数は増えていくものだということではございますが、我々としては、そのスピードに

着目しているということでございます。 

 続きまして、もう１つの大きな柱であるインターネット事業の位置付けでございます。

左下のグラフをごらんいただければわかるとおり、加入率は５％～１５％というところが

現在の一般的な姿でございます。加入率５％未満の事業者の割合は低下しておるんですが、

一方で、１５％を超えるような事業者の割合は上昇してございます。これは、ＣＡＴＶと

いうのはＦＴＴＨと違いましていろんなコースをとれると。１メガの人、１００メガの人。

やはりヘビーユーザーばかりじゃございませんので、いろんなニーズにきめ細かく対応で

きるということがあるのかなというふうに思われます。四角囲みのポツ４つ目のところに

「ＤＳＬ、ＦＴＴＨは」と書いてございますけれども、契約数がＤＳＬにつきましても６.
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１％、ＦＴＴＨに関しましては大変なご尽力で８８.３％増加させておるんですが、加入ペ

ースが急低下したＡＤＳＬに比べますと、ケーブルにつきましては安定した伸びを示して

いるということが言えるかと思います。 

 インターネット収入が営業収入に占める割合でございますが、１社平均で２７.５％。増

収分全体で見ますとその比率はもう少し高くなりまして、４割弱を増収分のうちインター

ネットで稼いだというようなことでございます。我々から見たら、単なる放送局ではだめ

で、やっぱりそこを複合的にやれるかどうかということがそのポイントなのかなというふ

うに思っております。 

 次に参りまして、インターネット事業の加入率ということで、これは当たり前といえば

当たり前のことなんですが、総じてサービス開始が早いほど加入率が高くなっているとい

うことでございます。我々のところで集合住宅比率という考え方を持ちまして分類をして

おるんですが、３５％以下と６０％までと６０％以上ということで見ておりますと、ここ

の参考のＡＲＰＵのところをごらんいただきたいんですが、６０％以上、７大都市圏とか

いうところでございますが、ＦＴＴＨとかＤＳＬとの競合が非常に厳しいところについて

は、非常にＡＲＰＵの下がり方も激しゅうございます。一方で、３５％以下の、例えば地

域独占していて、ＡＤＳＬをやるにも基地局がちょっと遠いかなというようなところに関

しましては、ＡＲＰＵの下がり方も少しモデレートになっているのかなというようなこと

が言えるかと思います。右のグラフにおきましても、６０％以上はやはり伸び率が低くて、

３５％未満のところは伸び率が高いというのが示されているかと思います。６０％以上が

競争にさらされている地域でございますけれども、その競争はだんだん３５～６０という

ところに少しずつ上がってきておるようでございますので、その競争というか、そこら辺

のところはもう少し広がってきて厳しい状況になってくるのかなという見方をしてござい

ます。 

 次に参りまして、解約率とグロス加入率の分析でございますが、放送事業に比べまして

解約率は高くなってございます。これが今後、経営の攪乱要因になるおそれがあるなとい

うふうな見方を我々としてはしてございまして、現在、やはり通信に頼ってきた――放送

がベースではございますけれども、ここまで経営が良くなってきたのは、通信、インター

ネットのところで増収になって、それが経営を良くしてきた面がございますけれども、こ

れが解約率が高くなって通信事業の収入が落ちてくるということは、また経営が難しい状

況になるおそれがあるのかもしれないなというふうに見てございます。全体としては伸び
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ているものの、獲得の伸びが鈍化して解約率が上昇するというのが最近見えてきたのかな

というふうに思っております。 

 次に参りまして、ケーブル事業者のデジタル放送対応ということでございますけれども、

デジタル加入世帯数の割合３０％以上の事業者というのが全国で約半数になりました。こ

れは、地デジの進展に伴いまして、特に関東圏・関西圏の伸びが高うございます。ただし、

右の方にちょっと書いてございますけれども、ＣＡＴＶ業者で広帯域化投資が完了してい

る事業者は１１４社、未完了が６９社となってございまして、我々の試算では、今後、そ

こを広帯域化するには７６０億円の投資が必要なのかなというふうに思われます。アナロ

グ波停止のことを勘案いたしますと、ここ４～５年中に広帯域化工事を行わなければなら

ない。ですから、この４～５年の短い間に非常に集中的な投資が必要になるということで

ございます。しかも、冒頭申し上げたように、我々のところはどちらかといえば上の方か

ら１８０社を対象としてございますから、それより下あるいは共聴施設等もございますの

で、そういうところはほとんどやられてないということを考えますと、まだまだ相当の投

資は必要になってくるというのが実情じゃないかと思います。 

 次に参りまして、債務償還年数の試算ということで掲示してございます。これは金融機

関の金融機関らしいところでございますけれども、経営が良くなって、このところずっと

債務の償還年数というのは短くなってきておりますが、１７年度に関しましても前の年の

５.６年から４.３年という形で短縮いたしました。ただ、これは、今、１７年度の一時点

の値をもとに行った分析でございまして、これからどうなるかわからない非常に不安定な

要素があるという中では、必ずしも楽観できないなというふうに思っております。そのこ

とは、やはり１０年以上まだ借入金を返す期間が必要だと思われる業者もかなりございま

して、あるいは償還原資がないというような業者もいらっしゃるということを考えますと、

やはり二極化していくのかなというふうに思われます。いずれにしましても、冒頭で申し

上げたように、投資回収に長期を要するビジネスでございますので、そこら辺は足元の良

さだけに浮かれることなく、この後の事業の展開についてしっかり考えていかなきゃいけ

ないのかなというふうに思っております。 

 続いて、現状のまとめということでございますが、先ほど来申し上げているとおり、現

状の分析をしますと、足元は業績好調だと。放送事業は着実に積み増している。鈍化して

いるとはいえども、積み増していると。それから、通信事業についてはインターネット契

約者数が増加していると。売り上げの構成比も上昇していると。電障収入は減少している
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けれども、一定の収益寄与があるなと。これによって借入金が削減して、資本も充実する

と、バランスシートの改善も進んでいますねと。ただ、右の方に目を転じていただきます

と、加入率は横ばいのような状態だと。中小事業者では売り上げが頭打ちの傾向が見られ

る。これはどの事業者もどのレベルも同じなんですが、今後、さらなる競争激化が予想さ

れるということがございます。それから、通信事業については、先ほど申し上げたように

解約率が上昇していると。加入率も鈍化していると。ＡＲＰＵは減少の傾向があって、こ

れもなかなか厳しくなるかもしれないなと。加えて、ＦＴＴＨの伸長もございますし、Ｉ

Ｐ再送信もございます。それから人口減少とか高齢化という問題、これは普遍的な問題で

ございますけれども、ございます。それから、区域外送信等に代表されるような著作権問

題のクローズアップ等もございまして、ちょっと環境がいろいろ変わってくるなというこ

とでございます。 

 その変わった経営環境に対してどんな対応を求められていくのかなということで、次の

ページに参りまして、金融機関から見たらどういう見方になるんだろうかということでご

ざいます。営利事業型（都市型）というふうに書いてございますが、これは恒久的な事業

継続、ゴーイング・コンサーンでやっていきましょうと。その中で投資回収・再投資とい

うことを前提に考えていかなければなりませんねと。今の時点ではキャッシュフローもよ

く出てきておりますし、負担可能な範囲での設備投資は可能なので、こういう事業者につ

いては金融対応というのがよろしいでしょうと。与信の対象となり得ますねと。ただ、キ

ャッシュフローが出なくなった、通信の伸びがとまったとか何とかが剥落したとかという

ことで、売り上げも利益もなかなか厳しい状態になったという段階では、なかなか設備投

資は難しくなりますねということで、右下の方に行く。このまま下の方に来ていただける

のであれば、より持続可能性が高まって、金融としては非常にいいお取引先としてやって

いけるだろうなと。 

 もう１つ、営利型ではない公設公営型の事業もまだたくさんございますねと。これは補

助金とか交付金に依存したワンプロジェクト型でございまして、投資回収とか再投資を念

頭に置かない事業構造でございます。これによってテレビを視聴している利用者の皆さん

もたくさんいるわけで、この設備の寿命が来たときに、本当に事業継続が可能なのかなと。

テレビが見られなくなっちゃうんじゃないかなと、そういう心配がございます。高周波、

７７０ＭＨｚ帯域の伝送がなかなかできない世界になってしまうなと。ただし、この事業

者さんに関しましては、そのままでは金融の世界になじまないということがございますの



 -8-

で、じゃあ、どうしようかと。それはそれでしようがないじゃないかというふうに是とす

るような左側に行くケースもございますけれども、少し金融的な手法を使おうとすれば、

下の方に書きましたとおり、ＰＦＩとかＰＰＰとかというのがございますけれども、こう

した民間の経営ノウハウとか創意工夫を活用した仕組みを導入するということが必要にな

るのかなというふうに思います。ただし、その場合には、住民のＰＦＩとかＰＰＰに対す

る交付金とか補助金、公共が直接行う場合と補助金のイコールフッティングというのが必

要になってくるんじゃないのかなというふうに思われまして、その工夫が必要なのかなと

思っております。 

 最後のページになりますが、持続可能なケーブルテレビ事業に向けてということでござ

いますが、これからサービス領域はどんどん広がっていきます。連盟の唐澤理事長様がお

っしゃるとおり、３つの融合というのも進んでまいります。地域からは期待も寄せられま

すし、寄せられた期待に対して応えていくという責任も必要かと思います。それに対して

事業者は今どういう状況かといいますと、多くの事業者が、エリアなんですが、規模の小

さい旧市町村単位のままでございます。ですから、小さな規模で事業をやっておるんです

が、そのままではやっぱり経営組織面の限界が出てくるのかなと。人材育成だとか技術対

応とかその他なんですが、全部が全部、単体でやり続けられるのかというのは、やっぱり

我々として、金融機関から見たらちょっと心配になるかなと。規模の不利益というのに本

当に甘んじていいのかなという疑問が出てまいります。そこで、一つの策としては、何で

もこうすればいいかなということではございませんけれども、合従連衡の道というのも模

索していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。これによって効

率化とか経営力の強化、ＡＲＰＵの向上とか、安心・安全に対応するライフライン化とか、

そういうようなことに対応していくのかなというふうに思います。我々として、我が国経

済に影響力を有するような一つの産業としてしかるべきマーケットサイズを獲得していけ

るのかどうか、これが問われる時期にこの業界が来ているのかなというふうに考えており

ます。今後、どういう形で自立的な産業として成長させていくのか、それについては、先

ほど申した中にも入ってございますが、政策的な対応も含めて、業界一丸となってご検討

を賜りたいなと。それに対して金融機関としてもしっかりサポートしてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

【多賀谷座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご報告にご質問等ございましたら、ご自由に発言願います。 
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【寺坂構成員】  鳥取の寺坂ですけれども、１５ページのところに類型として公設公営

と営利事業型とあるんですが、我々の環境といいますか、現実に接している中では、どち

らかというと、ある意味、公設民営と申しますか、自治体である程度設備を整備して、運

営は三セクなり、あるいは都市型のケーブルにＩＲＵで運用をしてもらうというようなパ

ターンが近くであるんですけれども、そういった類型というのは、この検討の際には念頭

にはされなかったんでしょうか。もし何かあって外されたということであれば、そのあた

りのお話をお伺いしたいんですけど。 

【伊藤情報通信部長】  それも我々の頭の中にはございまして、ただ、公設でつくられ

た施設について、統合といいますか、そういったことについて結構難しいことがあるのか

なと。それから、数的にそんなに多いのかなということがございまして、とりあえずこの

類型からは外させていただいたということでございます。基本的にはそれも当然ある話で、

我々としてはその類型も対応していくべき話かなと思っております。直接の投資は、最初

に官・公がやるわけですから、あり得ませんけれども、その後の維持とかオペレーション

にかかる資金というのは出てまいりますので、それは金融の対象になっていくのかなと現

状では思っております。 

【多賀谷座長】  公設の場合に、それに付加的にデジタル化投資等をした場合に、そこ

の部分が金融の対象なのかどうかというのは、やっぱり微妙な話といいますか……。 

【伊藤情報通信部長】  実際のケースに当たってみないとちょっと難しいかと思います。 

【多賀谷座長】  確かに公的融資の対象でもありますのでね。 

【伊藤情報通信部長】  はい。 

【多賀谷座長】  それでは、次の議題に移りたいと思います。日本ケーブルテレビ連盟

の石橋構成員から、視聴者ニーズにこたえるための業界としての取り組みについてご説明

いただきたいと思います。 

【石橋構成員】  日本ケーブルテレビ連盟の石橋でございます。早速、資料に基づきま

してご説明させていただきたいと思います。 

 ２０１０年のケーブルテレビを取り巻く環境というものをまずおさらいしておこうとい

うことで、この会議でも今までいろいろ議論されてきましたけれども、私なりに簡単にま

とめてみたということでございます。まず、放送につきましては、高度化・多様化が進展

していくということで、地上波放送のデジタル化は完了と。それから、ＢＳ放送のさらな

る多チャンネル化あるいは高度化が進展し、ＣＳ放送も高度化が進展していくという環境
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にあるだろう。それから、ブロードバンド環境、これもさらなる進化ということで、特に

速度が速くなる、超高速環境が整備されるというふうに我々としては見ておく必要がある

と思います。そうなりますと、そこに書いていますとおり、Everything over IPというよ

うなサービスが相当進展するかなということです。あわせて、無線のブロードバンドサー

ビスも進展していくだろう。それからもう１つは、これはサービス面ですが、一般の視聴

者、お客様がつくったメディア・映像などがネットの中で発信されたり受信されたりする

ＣＧＭというものが普及していくんじゃないかと思われます。それからもう１つは、ネッ

トワークを使った生活上のサービス、これも今以上にポピュラーになってくるだろう。オ

ンラインショッピングの一般化あるいは家庭内においてはホームネットワーク・ホームサ

ーバーが普及する。それと併せて、ネットワークの端末としてのテレビセットの重要性が

非常に高まってくるというふうに見ております。それから最後に、テレビもＩＰ化が進ん

でくるということで、資料にはチャンネル数無制約と書いていますが、チャンネル数はか

なり増大できる、増大するということでございます。それから、ＶＯＤサービスも進化し

ていくということ。究極は、先ほどのＥｏＩＰと同じようなことですが、Everything on 

Demandということで、要は自分の好きなものを好きなときにデマンドで見ていくというよ

うな傾向が強くなっていくのではないかというふうに見ています。それから最後に、ＩＰ

というものは、ネットワーク化することによって簡単に全国に映像配信が可能になってく

るというふうに見ています。 

 次に、そういう中で、我々ケーブルテレビがどういうサービスをしていくかということ

になるわけですが、今日は、お客さんから見た場合にどういう分類になるかなということ

で、３つに分けております。まず、ここでお断りしておかねばならないのは、今からご説

明申し上げるサービスにつきましては、放送事業者あるいはコンテンツの権利者など、そ

ういう方たちの同意がないとできないというものもございます。また、場合によっては法

律などのルールの整備とか改正が必要というような場合もあるのではないかと思っており

ます。ただし、本日のところは、これからの課題は一応横に置いておいて、どういうこと

ができるというような趣旨でお話を聞いていただければと思います。 

 ３つの分野ということで、まず１つ、安心・安全。これは地域と家庭の安全。それから、

便利というのは、これは何度もここでも議論されてきていますような行政情報、地域情報。

併せて、我々としては、これから通信事業者との競争環境という中に入りますので、ブロ

ードバンドで同レベルのサービスをできるようにしていくということが極めて重要である
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と考えています。それから、ユビキタス、これも今、皆さんおっしゃっているわけですが、

宅内外のユビキタス化ということを我々としても提供していく必要がある。それからあと

は、楽しい・面白い。これは放送、映像コンテンツでございまして、我々ケーブルテレビ

事業者にとってはここがやはり収益の柱でこれからも続くだろうというふうに思っており

ます。もちろん、安心・安全、便利のためという面でもコストは回収しなければならない

わけですが、それで利得をたくさん得ていくというようなことにはまずなりません。これ

らは顧客層の開拓というようなことに貢献することになるんじゃないかなと思っておりま

す。 

 安心・安全を提供するサービスということですが、まず地域の安全ということで、防災

情報の提供。これは、例えば地震緊急速報ということで、これは皆さんご承知のとおり、

来年４月から個人向けにも情報提供されるということになっておりますので、我々として

は、気象庁からの情報に基づいて予告通報をするというようなことを考えております。そ

の際には、ホームネットワークを通じてガスの栓をとめるとか、玄関の扉を開くとかいう

ようなことを自動的に緊急措置として行うこともできるということでございます。それか

ら、気象災害情報、これは常に言われておりますとおり、我々の場合、特に地域を特定し

てきめ細かく提供するというところが、普通の放送事業者とは違うということになるだろ

うと思います。それから、災害発生時、被災地域が必要とする情報を提供するということ

で、これは、安否情報とか避難場所、支援物資云々と書いていますが、これはその地域に

とって当然必要ですが、域外にもこれを必要とする人は、多数ではありませんが、いらっ

しゃいます。新潟の場合なんか、毎朝、どこかの場所から同じ人、同じように朝７時に放

送されるんだけれども、実際どうなっているか、もう少し詳しく知りたいことが全然わか

らないということでした。東京には新潟出身の方がかなりいますので、そういうものが提

供されれば非常に有効だと思っております。それから、防犯サービスの提供ということで、

地域の見守り。子どもたちの安全のため、あるいは徘徊される高齢者の見守りというよう

なこと。それから、監視カメラをネットワーク化して、これを防災のために使う。その他、

防犯情報の提供。これは地域を特定して、最近、空き巣がここの付近は多いですよという

ようなことをきめ細かく提供していくということでございます。 

 いずれにしても、ケーブルテレビの強みといいますのは、お客様の居場所というか、お

客様の場所、お客様を特定できるということがございますので、きめ細かく、その方に必

要な情報を、すなわち適切な情報を提供できるということです。それから、新しいサービ
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スをいろいろやっていくときには、ネットワーク上に電源が必要となる場合がありますが、

今の伝送路はそういう電源を持っておりますので、必要な機器が比較的容易に設置できる

ということもございます。 

 それから家庭の安全、これはホームセキュリティサービスということで、監視カメラ、

ドア／窓開閉センサーによる留守宅の見守り。異常があった場合には携帯電話等でご本人

に連絡をとるというようなこともございます。それから、高齢者の見守り、特にお一人で

お住まいの方などの生活状況を各種センターにより見守る。異常発見時には、親族、自治

体、見守りサービス提供会社あるいはＮＰＯなどと連携し対応するということでございま

す。それから、遠隔診療サービス、これはかねて言われていることでございまして、テレ

ビがさらに高精細になっていきますので、こういうものもやりやすくなってくるというこ

とでございます。 

 ケーブルテレビの強みといたしましては、ケーブルテレビ事業を通じて培われた顧客と

の密接な関係があります。同じようなことですが、顧客と直接つながっているので、個人

ごとのサービスが可能であるということです。 

 次に、生活を便利にするサービス。まず、行政情報サービスですが、特にテレビを端末

として使用する、すなわちリモコンで操作をするということで、デジタルデバイドの緩和

にも貢献できるのではないかということです。それから、地域生活情報サービス。地域ビ

ジネスと連携したサービスですが、商店街との連携による広告提供あるいは宅配というよ

うなことで商店街の振興にも貢献できる。それから、先ほどから何度も申し上げています

が、顧客を特定できますので、特定したターゲット広告が可能であるということもござい

ます。それから次に、地域コミュニティネットワークを活用したサービス。自治会、町会、

マンション管理組合などの電子掲示板、回覧板、そういうものに使用する。それから、ネ

ットワークが構築できれば防犯・防災情報提供の基盤ということでも使用可能になるとい

うことでございます。 

 それから次に６ページですが、ブロードバンドサービスの提供。先ほど申し上げました

とおり、これは通信事業者と同等のサービスができないと、例えば遠くに住む子供はＮＴ

ＴさんのＮＧＮ、我々親父はケーブルという場合、同一のコンテンツのやりとりができな

いというようなことも起こりますので、これは必須だというふうに考えております。それ

からあと、宅内外のユビキタス化。これは先ほどもちょっと申し上げましたが、宅内では

複数テレビの連動、録画物の共有、家電との連動、というようなこと。それから、宅外の
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ユビキタス化。これは最近ニュースになっておりますが、テレビ、録画物の視聴環境を宅

外へ持ち出すということ、あるいは宅外から録画の操作をしたり家電を操作したりすると

いうことでございます。 

 ケーブルテレビの強みということでは、ここでも顧客を特定できること。それから、自

治体との連携がとりやすいこと。多くは第三セクターということもございますので。それ

から、地元のコミュニティのつながりが活用できるということもございます。 

 次に７ページで、最後に、楽しい・面白いサービスということになりますと、まずは放

送などの映像コンテンツというものがやはり基本になります。これは２０１５年でも間違

いないだろうというふうに思っています。地上デジタル放送等、各種放送の再送信を完全

に実施していくこと。デジタル放送もＨＤからスーパーＨＤに移行していくという時期に

なっているんじゃないかなと思われます。それから、オンデマンドサービスは多様化ある

いは高度化ということになります。現在、ＶＯＤあるいはＤＶＲは、一部我々ケーブルテ

レビで行われているわけですが、これがネットワークＤＶＲに進化する。これは放送番組

をヘッドエンドに蓄積し、そこに顧客がとりに行くということです。これはアメリカでは

コムキャスト、タイムワーナーが既にやっているやに聞いていますが、この辺は放送事業

者、権利者の皆さんが非常に神経質になっていらっしゃるところでもあります。次に、テ

レビポータル。これは双方向テレビサービスということで、Ｔナビとか、あるいはアクト

ビラという固有名詞がございますが、そういうものでございます。それから、ＩＰＴＶの

提供。それから次に、日常生活に密着した地域生活情報コンテンツを住民、視聴者が制作

する、提供するということでございます。これは、例えば地域イベントの取材などです。

それから、ＳＮＳ機能を持ったサービスの展開。電子展覧会、地域レポーター。電子展覧

会というのは、例えばお年寄りのメンバーシップが絵を描いて、みんなが投稿して、それ

をみんなで見るというバーチャルな展覧会場をネット上で実現するというようなことでご

ざいます。ＣＧＭの活用ということです。あと、我々が制作した番組をデジタルアーカイ

ブ化して保存するということが非常に重要だろうというふうに思っております。これによ

り、５年、１０年、２０年たったところで、そういうローカルコンテンツが、一部の人に

限られますが、非常に有効な情報として活用してもらえるのではないかと思われます。地

域の歴史あるいは文化の保存という面でもお役に立てると考えております。 

 最後に、ケーブルテレビの強みですが、この場合は一般視聴者を含む情報取材網を比較

的容易に構築できるということでございます。それから、ナショナルコンテンツにはなれ
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ないけれども、地域コンテンツとしては非常に価値があるもの、こういうものを提供でき

ることがケーブルの場合の強みであろうと思います。それから、ケーブルテレビのネット

ワークは基本的にクローズドでございますので、安全なサービス、アプリケーションの実

行環境が提供できる、あるいは構築できるということでございます。それから、当面、ケ

ーブルテレビの下り伝送容量は非常に大きいものがございますので、ＩＰと比べても優位

性は当分はあると思っております。それから、我々もＩＰの方も進めていきます。提供す

るサービスに最適な機能を使って、ＳＴＢからネットワーク、サーバーまで一貫したシス

テムを持てることによって顧客に対し一元的に責任がとれる、すなわち顧客に安心感を与

えるサービスを提供できると思っております。 

 最後のページは、参考資料として作ったものです。先ほども政策投資銀行さんのお話が

ありましたとおり、私どもも、とにかくケーブルテレビを世間に認知される産業にしなき

ゃいけないと考えているわけです。その場合に、顧客の数を増やすと同時に商品価値を向

上させていくことが非常に重要であると思っております。そういう意味でこの表を作って

みました。 

 地上あるいはＢＳのデジタル放送というものは、ハイビジョンからスーパーハイビジョ

ンに向かっていくであろう。それから、ＣＳをはじめとする多チャンネルの再送信、これ

も同様にハイビジョンからスーパーハイビジョン化に向かっていく。それからＶＯＤ、こ

れはまだ一部の事業者に限られていますが、追加のサービスとしてこれも発展していくだ

ろう。それからＤＶＲ。これは現在、家庭の端末には利用されております。当然２０１５

年になっても残るだろうし、それから、先ほど申し上げましたテレビポータル、こういう

ものも普及してくるだろうと思われます。それから、先ほど申しましたネットワークＤＶ

Ｒ、究極のＥＯＤ（Everything on Demand）、こういうようなことになるのではないかと思

います。 

 こういう中で、我々はどうしていくのかということになります。まず、ネットワークは、

やはり下り、上りの高速化。下りはまだいいんですが、現在、ケーブルの最大の弱みは上

りでございますので、そういう意味でＦＴＴＢ――これはビルディングです――と、ｃ.

ＬＩＮＫという技術を活用して上りの高速化を図る。それから、チャンネルボンディング、

これは周波数帯等を広く使うという趣旨です。あとは、ノードの世帯単位を小さくする小

セル化。それからさらにはＦＴＴＨ化の促進。これは別に２０１５年になって急にやると

いうことではなくて、２０１０年ぐらい入ってから徐々にＦＴＴＨ化の方向に向かってい
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くということにしなきゃいけないということです。それから、伝送方式は、さらにＨ.２６

４／２５６ＱＡＭの採用。あわせて、ＩＰＴＶを我々としても取り上げていくということ

でございます。最後にＧＵＩでございますが、これはグラフィカル・ユーザー・インター

フェースということでございまして、ＥＰＧ、サーチエンジン、それからＥＣＧ（エレク

トロニック・コンテンツ・ガイド）、それがさらに進化しますと、個人個人にパーソナライ

ズされたガイドが出る、更には個々人にリコメンデーションがなされるということになる

のではないかと思っています。 

 こういうことで、商品価値を向上させて、顧客当たりの収入の増加を図るということで

ございます。あわせて、こういう新しいサービスを提供することによって新たな顧客の獲

得を目指す。分母を増やして顧客収入単価（ＡＲＰＵ）も上げる。これは誰でも考えるこ

とですが、我々が今、例えば５,０００億円という事業規模であれば、これを１兆円にする、

倍増させるということになりますと、今のままじっとしていては絶対できないと思います。

顧客の数を増やすと同時に、ＡＲＰＵを上げる必要があります。例えば１０年間で倍増さ

せるということになりますと、大体年率、前年比７～８％の成長が必要になってきますが、

その７～８％を顧客数とＡＲＰＵの増加で実現する。いずれにしても、先ほどもご説明あ

りましたとおり、これからのいろいろな変化に対応していくためには多額の資金が必要で

あるということは極めて明らかでございます。現在も国、地方自治体など関係者にはいろ

いろと支援をいただいていますが、さらなる拡充等につき、何か適当なスキームができれ

ばと思っている次第です。また、新しいサービスを取り入れていく時、それぞれの局面に

おきまして、調査研究、開発あるいは実証実験というようなことをやっていく必要がござ

います。そういう点でも国のご支援をお願いしたいと考えております。 

 以上です。 

【多賀谷座長】  ありがとうございました。ただいまのご報告についてのご質問等ござ

いますでしょうか。 

 それでは、私から１つ。進むべき道として、安心・安全、便利、楽しい・面白い。便利

と楽しい・面白いは、他の通信サービス、放送サービスと共通なわけですけれども、安心・

安全のところがやはりケーブルサービスの特徴ということになるわけです。そうすると、

この辺は営利性等とのバランスが難しいのですけれども、現実にはケーブルテレビという

のは我々個人に極めて近いところにあるサービスになっている。例えば、これから我が国

で、我々の世代も含めて増えてくる高齢者、特に独居高齢者等向けのサービスというよう
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なものをおそらくかなり取り込むということがあり得ると。その場合に、ケーブルテレビ

は単に楽しい・面白い、便利だというだけではだめで、そういう高齢者のニーズ、安心・

安全のニーズに即すということになると、それは極めてセキュリティといいますか、個人

のプライバシーにも関わるような問題に多分入ってくると思うのですね。例えば、当然、

ケーブルテレビは顧客に関する情報を極めて取得しやすい。だから、ケーブルテレビの方

が、従業員の中で悪いことをしようと思うような人がいれば、独居老人等に対して、ある

いは認知症にかかっているような方を騙すようなことは――そんなことを想定しては申し

訳ないんですが、可能なわけです。その意味で、おそらくケーブルテレビがもし安心・安

全な方向に行くということになると、コンプライアンスとは違うかもしれませんけど、そ

の意味の、住民にとって信頼のおけるようなサービスとなるということが多分必要であり、

その点は、他の住民とは相対的に距離のある一般的な通信・放送サービスとは違う意味が

ある。それ自体は収益に結びつかないですけど、しかし、存続するためには多分それは必

要な面があるんじゃないかという気が、今、ご報告を聞いていて思いました。 

【石橋構成員】  そのとおりでございます。セキュリティにつきましては、現状、正直

申し上げまして、立派にできている局もたくさんございますが、やはり問題を起こしてい

るというところもございます。これは社員の雇用形態とかいろんな原因がございまして問

題が起きていますが、今、先生がおっしゃられた事柄は、まさにその通りでございまして、

完璧じゃない限りそういうサービスをしちゃいかんということでございます。ですから、

そういうサービスに特化した社員を教育するなり、あるいは自分でどうしてもできない部

分は他の団体の人にやっていただくとか、自治体等とも相談しながら進めていくとかいう

ようなことじゃないかなというふうにイメージ的には思っています。おっしゃられている

本質はそのとおりでございます。 

【本間地域放送課技術企画官】  先ほどの政策投資銀行さんのプレゼンテーションで１

つ、非常に新しい知見を得たところがありまして、エリアが拡大しても加入率がほとんど

変化しないんだという調査結果がありました。事業者が成長を続けていこうとする場合、

エリアの拡大、ＡＲＰＵの増大、コストの削減といった方法によって収益幅を増やしてい

くということだと理解しており、その３つは全部やっていらっしゃると思うんですけれど

も、ところが、提供可能なエリアの中の加入率が全然増えていない。これを増やせばもっ

と成長がかさ上げされるはずですが、なぜ増えないのか。そもそも多チャンネルサービス

を契約する人というのは平均的に二十何％しか世の中にいないということなのか、それと
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も、何かやればもっと上がるというものなのか。実際にビジネスをやっていらっしゃる事

業者あるいは、連盟の立場で何かそこに知見があれば、教えていただきたいのですが。 

【石橋構成員】  これは後で伊藤部長に追加していただいたらいいと思いますが、例え

ば今、１００万世帯のところで加入率２５％だとします。更に５０万世帯の地域でサービ

スを始めたとすると、その年末は一気に２５％まで行きませんから、全体からすると加入

率は下がります。そういうものじゃないかなと思います。新しくサービスを開始したとこ

ろは、年率例えば３％ぐらいでしか加入率はアップしない。一方、ホームパスとしては１

００％勘定に入ります。ですから、加入率としては表向き下がったように見えてくるとい

うことだと思います。 

【伊藤情報通信部長】  本当にそういう要素が入ってのことではないかと思います。や

っぱりホームパスが広がればどうしてもそういうような現象が起きてくることは事実だと

思いますが、一方で、本当に飽和状態になっているかどうかというところについては、も

う一回検証する必要があるのかなとは思います。 

【本間地域放送課技術企画官】  わかりました。 

【多賀谷座長】  それでは、次に移りたいと思います。続きまして、ＩＰＴＶに関する

取り組み等につきまして、日本電信電話株式会社理事・第三部門チーフプロデューサーの

岸上様からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【岸上理事】  ＮＴＴの岸上です。よろしくお願いいたします。今日はお時間いただき

まして、ＩＰＴＶへの取り組みということで、主にＮＴＴの立場からＩＰＴＶをどのよう

にとらえているかというようなお話をさせていただければと思っております。 

 ２ページ目に資料の簡単な目次で、この中に入っているものが今日のお話に――２０１

０年代のケーブルというような像に適当かどうかよくわからないので、幾つかのところを

ピックアップしたいと思います。先ほどからも出ておりますが、ＩＰＴＶの概観というこ

とで、通信の方から見たイメージ。それから、ＩＰ再送信絡みの話。それから、地上デジ

タルのＩＰ再送信に関する実証実験というようなものを今年の３月に行いましたので、そ

の話。それから、情通審での第３次中間答申というのが今年の夏に出ておりますが、それ

をベースにした形での、Ｈ.２６４のＩＰＴＶにおける位置付けでございますね。最後に、

ＩＰＴＶというのはＮＧＮと呼ばれております次世代ネットワークとも絡みまして、さま

ざまな標準化が現在グローバルに動いております。その辺のお話を最後に持ってきており

ます。 
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 この図は、総務省でおつくりになったものをそのままです。通信の動向というのと、放

送の動向と、それから真ん中にそれらが連携とか融合という、いわゆるコンバージェンス

のイメージで出てきているということでございます。それに私が加えたのはこの２つでご

ざいますけれど、１つは、なぜ日本が今、ＩＰＴＶというような形でかなりいろんなマス

コミ等に取り上げられて、なお産業界もそちらに動いているかというような意味付けとい

いますか、環境の話なんですが、１つは、薄型テレビがご存じのように日本のメーカーを

中心にかなりのシェアを持ってきているということで、大型のフラットパネルディスプレ

イというものが出てきているというようなお話。それから、コンテンツに関しましても、

ＨＤ、ハイビジョンのコンテンツが急速に増えてきている。これは、放送の方を中心に地

上デジタル放送の方でベースがＨＤになってきているというところに呼応するんじゃない

かと。それから、通信の方の環境としても、世界で一番安い単価のブロードバンドという

ことで、この３つの要素が合わさりますと一つＩＰＴＶというサービスが見えてくるのか

なというあたりが非常に重要なところかと思います。ちょっとその辺を加えてみただけの

話です。 

 通信の方は、例えば私どもＮＴＴですと２０１０年に３,０００万加入を実現するという

ようなお話をしておりますが、それがＦＴＴＨファイバーをベースにする光での伝送を行

っていきたいと。それを現在の電話加入者――これは減り続けておりますけれど、固定電

話約６,０００万の半分の方を光加入というようなことが可能な環境にしていきたいとい

うものが２０１０年の話でございます。 

 通信とか放送とかということ、それからＶ系、ＩＰ系という、それぞれ相対立する概念

ではないんですが、さまざまなところから一つの方向に徐々に向かってきているのかなと。

通信の方は、通信業界、ここ数年、１０年余り、いろんな形で揺さぶられておりまして、

その容量も大きく変わってきたということで、水平・垂直展開というものが昔に比べれば

随分ダイナミックに行われてきたかなと。それから、放送に関しましても、放送コンテン

ツのアーカイブ化あるいは二次利用というようなことが、ここ数年、法制度の整備も伴い

ましてかなり表に出てきたのかなと。それから、Ｖ系、ＩＰ系という書き方をしておりま

すけれど、ここでＶ系というのは、ケーブルで使われているような、先ほどＱＡＭの話が

ありますが、６４ＱＡＭとか２５６ＱＡＭとかと言われている、通信で言えばファイバー

の中をＷＤＭと言われております光多重の方式を使いまして、そのままＲＦをファイバー

の中を流すというような技術。それから、最後にＩＰを使いましてＩＰの通信のプロトコ



 -19-

ルの上に放送のプロトコルを乗せて役務利用放送によってサービスをするというようなこ

と。こちらはどちらかというとプロトコル系ですから技術、こちらはビジネスの方ですが、

一つの方向に持ってきて、先ほど石橋さんからもお話がございましたけれど、やはり楽し

いコンテンツというようなものは私どもも非常に重要だと思っております。最終的にはや

はりコンテンツを中心とした再編成というのが行われるのが健全な形かなと思っています。

この再編成って、別に会社の再編成とか業界の再編成という意味じゃなくて、徐々にコン

テンツが媒体を最大限に生かすような形で変わっていくんじゃないかというような意味で

す。その中の一つ重要なキーワードとして、メタデータというような概念をここでは取り

上げております。メタデータというのは、データの属性というような難しい言い方をしま

すが、要は、あるコンテンツがどういうような属性を持っているか、だれが作って、どう

いう権利があって、幾らで販売して、どこで流れるか、あるいはＨ.２６４でコーデックさ

れているとか、ＭＰＥＧ－２でされているとか、そういうような情報を一般的にメタデー

タと呼んでいるというような話です。 

 次のページはＩＰＴＶの話でございます。ＩＰＴＶという言葉は、日本語としても徐々

に市民権を得ているのかもしれませんが、非常に広い意味あるいは狭い意味、さまざまな

形で使われてしまっているかと思っています。ここに書きました、あえて英語で書いてあ

りますけど、これはＩＴＵ－Ｔの国連で定義されたＩＰＴＶの定義文でございます。だか

らどうのこうのということはないんですが、一般的に私どもＩＰＴＶという言葉を使うと

きには、その中にはＩＰ放送、いわゆるマルチキャスト系を中心とするＩＰ放送、この中

には自主放送、多チャンネル、モアチャネルの話とかＩＰ再送信の話とか幾つかのものが

含まれますが、ＩＰ放送。それから、ＶＯＤ、こちらはオンデマンドで自分が欲しいもの

をとってくる。主にユニキャストと呼ばれております通信の方式を使って持ってくるもの。

それから、ダウンロード、テレビの中あるいは外にディスクがあって、その中に自分の欲

しいものをためて見ると。この３つのサービスというのがあるのかなと思っています。そ

れを送る通信の方式としてユニキャストとマルチキャストという方式がございます。それ

から、流れるコンテンツ自体は、リアルタイムで流れているストリーム系の話、それから、

リアルタイムで必ずしも見るとは限りませんが、この蓄積装置にダウンロードして見ると

いうような形で、さまざまなマトリックスになるのかもしれませんが、こういうようなこ

とがまずＩＰＴＶという言葉を使うときには重要かと思っております。 

 そのＩＰＴＶ、今の話をもう少し展開したのがこの図でございます。これは、申し訳な
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いんですが、通信事業者の立場だけから見た絵になっているかもしれません。一番下にネ

ットワークがあって、端末があって、先ほど出ましたメタデータと言われるものがあって、

一番上にサービスがあると。サービスの種類といたしましては、今お話ししたようなもの、

あるいはそれの発展形としてセル型とかレンタル型と言われているようなもので、ユーザ

ーが自分であるコンテンツを購入してハードディスクにためておくというような形も含め

たモデルですね。それを担う事業者として、放送事業者あるいはサービスプロバイダー、

それから端末の部分は当然のことながらメーカー、それからネットワークとして我々通信

事業者というのをここで書かせていただいております。インターネットで送る場合、ある

いは別にＮＧＮでなくてもいろんな形でのマネージドされたネットワークで送る場合とい

うのが、２つ大きく分けてあるのかなと。それから、端末の部分は、１つはＰＣとか携帯

とかｉＰｏｄと言われるようなかなり自由な、これはインターネットとつながる場合が多

いと思いますが、そういう端末と、それからテレビ受信機そのもの、それからもう１つは

ＳＴＢというものですね。このＳＴＢというのがテレビ受信機に内蔵されるというような

こともこれから考えていかなければならないのかなというふうに考えております。 

 次のページはちょっと技術的ですので飛ばしてもいいんですが、受信機のリファレンス

モデルなんです。簡単にご説明しますと、左側から、放送の信号と通信の信号が入って、

受信機の中でさまざまな暗号を解いたり、あるいはコーデックと言われている圧縮されて

いるＨ.２６４とかＭＰＥＧ－２とかというのをデコードしたりというようなことが中で

行われていますよというイメージですね。 

 次のページはＩＰを用いた再送信する場合の話で、さまざまな方式があるかに理解して

おります。現在行われているケーブルによるパススルーを使ったデジタル放送、地デジの

再送信と、それから、私どもの方でもやっておりますが、光を用いたＲＦ、すなわちファ

イバーの中をＲＦが飛び交うというような方式。それから、一番力を入れておりますとい

うか、非常に技術的に難しいところもありますので、開発を進めておりますけれど、ＩＰ

を用いて――放送の簡単なプロトコルをここに書いてありますけれど、それをＩＰの上に

乗っけて運ぶ方式というようなことで、この辺はまだ標準規格とか技術的に優位な方式と

いうようなものがなかなか見えない部分でもありますが、この辺が開発の一番力が入って

いるところかなというふうに思っております。 

 次のページもちょっと技術的で申し訳ないんですが、どういう形で通信で運ぶかという

イメージなんですけれど、放送というものは、ＭＰＥＧ－２ ＴＳの上にデジタル放送の



 -21-

フォーマットがいろいろあって、それが電波の上で運ばれると。これはたまたま私どもの

関連会社で４ｔｈＭＥＤＩＡというのがございまして、そこで行っているＩＰＴＶなんで

すが、通信の通常のプロトコルの上に独自のフォーマットを乗っけて運んでおります。今

後、ＩＰＴＶを行う上には、このグレーで書きましたＩＰのプロトコルスタック、下がい

わゆる通信の部分で、それから上が放送の部分ということで、間にＭＰＥＧ－２ ＴＳを

乗っけておりますけれど、通信のプロトコルスタックの上に放送のプロトコルをそのまま

乗っけて運ぶというようなことが必要になってこようかと。これによってＩＰ規格で再送

信するということが実現されるということでございます。 

 今、主にＩＰで運ぶというのはＩＰ再送信の部分だけお話しいたしましたが、既に現在、

私どもだけではなく複数の電力系あるいは他の通信事業者等でも行われておりますけれど、

大きく分けまして放送サービスとＩＰ放送サービスあるいはＲＦを用いた放送系のサービ

スとＶＯＤ系のサービスがございます。それも２つに分けますと、先ほどのＲＦと言われ

ている方式と、それからＩＰの規格で伝送するという方式があります。通信の方ですと通

信役務利用放送事業者というところがそれのコンテンツを運ぶ主体となりまして、１つは

地上波あるいはＢＳ、ＣＳの再送信というようなことを行う。これは、ＲＦで行う場合は

ほぼケーブルと等価のやり方になろうかと思います。それから、ＩＰマルチキャストで運

ぶ場合、これもＣＳの部分の一部の再送信ということを今行っているところでございます。

それに合わせましてオンデマンドというものをパッケージでご提供するというようなサー

ビスを行っているところです。 

 次のページは、その一部、オプティキャストという会社とやっているものの細かい図な

ので、詳細は省略いたしますが、左の方の衛星からの電波あるいは地上波のアナログ・デ

ジタルを受けまして、通信を担っておりますどこかの局に送出設備を置いて送信すると。

マンションとか一戸建てに一番近いＮＴＴの収容ビルでそのファイバーで来たものを受け

て、インターネットの信号と重畳してファイバーでお送りするというようなことを行って

おります。これはあくまでファイバーの上をＲＦが流れると。それと同時に、ＷＤＭとい

う１本のファイバーを複数の色の信号が流れるという方式が使えますので、光波長多重で

ＩＰは別の色――色といいますのは、どちらにせよ赤っぽい色を使うわけですが、少し波

長の違うものを使って送るというようなことを行うというやり方です。 

 次のページは、もう１つのやり方としてＩＰの方式があるということで、これは一部、

先ほどお話しいたしましたように、ＣＳの再送信をこれを使ってやっているという状況で
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ございます。やはり受け手、送出設備でＩＰの多重化を行いまして、ＮＴＴの場合はｖ６

網を使っておりますが、ｖ６を使って東西の収容ビルに送ると。それから家庭までファイ

バーで送ってきて、ＩＰのＳＴＢで最終的にテレビで見るというようなイメージでござい

ます。 

 次のページは、ＣＳ、ＢＳ、地上波の流れに今の通信役務利用放送の流れをずっと足し

たものですね。通信役務利用放送法の施行以降、ヤフーさん、ＫＤＤＩさんも含めて、い

ろんな形で今の放送の再送信というような形、ＲＦを使ったものとかＶＯＤのサービスと

かということが進んできたというようなことでございます。 

 いろんな形でのＩＰＴＶがあると思うんですが、インターネット放送と、この言葉の使

い方も非常に微妙なんですが、通常のインターネットを使ってもあるレベルまでの放送ラ

イクなもののそういうサービスが実現できると。ただ、インターネットですので、一つの

ＡＳといいますけれど、ある単一の事業者がコントロールしているネットワークだけでな

く、複数のネットワークをまたがって信号が来ると。コンテンツを提供しているサーバー

がどこかにあって、そこから複数のインターネットを通じて最終的に来るというようなと

ころで、その品質あるいは信頼性とか、あるいは秘匿性とかというようなところがいまい

ち、インターネットがオープンな世界ですので、どうかというような問題がこれまではご

ざいました。 

 地上デジタル放送に関しましてのＩＰ同時再送信というようなことを考えますと、先ほ

どのような網ですと、放送事業者からのさまざまな要求条件――ここでは大きく４つ書い

ております。一番最初にいわゆる地域性の担保と言われるもの、それから同一性の保持、

それから全チャンネル同時に伝送される、あるいは遅延がどの程度かというようなことが

なかなか実現されないということで、ｖ６のマルチキャスト網を使いまして今年の３月に、

これは三鷹の方で行いましたけれど、ＩＰマルチキャストの地デジ、東京における民放５

チャンネル並びにＮＨＫ２チャンネルの再送信実験を行いました。このときはＭＰＥＧ－

２をＴＳの上にＭＰＥＧ－２のコーデックプロトコルをそのまま運びましたので、ずっと

最初から最後までＭＰＥＧ－２ということで、これに関しましてはリーズナブルだという

ような評価もいただいたところでございます。 

 次のページは、そのときの調査内容ということで複数書いておりますけれど、例えば、

地域性の担保においては一定の限定がされているというような確認。あるいは、同一性に

関しましても、編成においてまで全く同一だというような話。あるいは、遅延に関しても
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一定の許容範囲にあるのかなと。それから、ザッピングと言われます、チャンネルを変え

たときの速度なんかも、ほぼ現在の地デジと変わらないというような状況でございました。 

 １７ページ目は、地域性の担保で、ある地域から他の地域に送るときにネットワークの

中でブロックされる、あるいはなりすまし等でだれかが他の地域で、例えば東京の人が大

阪の放送を見ようといったときに両方でブロックされてしまうというようなことが起こり

ます。 

 それから、遅延に関しましても、ザッピングの話も含めて許容範囲であったというよう

な結果を得ております。もしこの辺は何かございましたら、後からご説明いたします。 

 それから、１９ページ目に入りますが、今年の夏に第３次中間答申というようなことが

出まして、それの関連部分を少し取り出したものでございます。同一再送信において、先

ほどＭＰＥＧ－２の話がありましたけれど、新しいコーデックとありましたが、Ｈ.２６４

／ＡＶＣというようなものを用いた場合どうなのかというような話等々が載っております。 

 次のページ、今のＨ.２６４のところだけを少し抜き出したものがこれですが、ＭＰＥＧ

－２からＨ.２６４に変えるときに、アンテナで受けたときにはＭＰＥＧ－２で当然受けて

いるわけですが、それをトランスコードする、すなわち、ＭＰＥＧ－２からＨ.２６４に圧

縮の符号化方式というものを変換することになります。これはただ単に絵の部分を変換す

るということだけなんですが、実は編成ということを考えますと、同時に乗っかっており

ます番組情報、ＥＰＧのベースになりますＳＩ／ＰＳＩというような情報とか、データ放

送とか、さまざまな情報が一緒に送られてきています。それを同じような編成で送らなけ

ればならない。ここのところが結構大変なところでございます。最終的にはＨ.２６４に乗

っけたものを送るというイメージです。 

 次のページ、今のところを少し強調したといいますか、詳しく述べたのがこれですが、

ＭＰＥＧ－２でデータ放送等はそのまま送りますが、Ｈ.２６４に関しては映像の部分だけ

を引き出しましてトランスコーディングを行うというようなことを行って、もう一度多重

化をして送り出すと。そうしますと、最終的に右側のスタックのようなもので送られてく

るというようなイメージでございます。 

 最後にＩＰＴＶの標準化というのはどんな形で行われているかというようなことをグロ

ーバルに１枚で出したのがこの絵です。やはり一番大きな話はＩＴＵ－Ｔで議論されてい

る話で、現在までに、今年の４月から始まっていますけれど、２回、正式の会議が行われ

まして、３回目が来年の１月２０日、２２日ぐらいからアメリカ西海岸で行われます。そ
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のＩＴＵの動きは、何もＩＴＵ－Ｔだけが独自で動いているわけではなく、ＡＴＩＳと言

われているアメリカを中心とするところ、あるいはＥＴＳＩ、ヨーロッパ系、それ以外に

ＤＶＢとかＤＬＮＡとか、グローバルな形でいろいろな部分を標準化していきます。この

いろいろな部分というのは、左側からコンテンツを作って、配信して、ネットワークで受

けて、最終的には家庭内のネットワークで受けるというような流れの中でそれぞれに持ち

分があるというようなことで、もちろん重なっております。このＩＴＵの中は６つのワー

キングで、例えば先ほどのメタデータというのはこの６番目に含まれますし、１番目が今

一番議論が盛んですが、アーキテクチャの話をしましょうねというところが、今、一番元

気なところです。そういうような形でさまざまなところでＩＰＴＶの標準化を行ってくる

というＩＴＵ－Ｔの中の状況と外側との関係で、他のところで決めたものはＩＴＵ－Ｔに

持ってきましょうと。それから、日本の方なんですが、あえて１つしか書いていませんけ

れど、これはＩＰＴＶフォーラムということで今年の夏ぐらいから徐々に動き出してきた

もので、その中にもマルチキャストの話とか、あるいはオンデマンドの話とかございます

が、この辺が１つ中心になっていくのかなというふうに理解しております。 

 ＮＧＮは、現在、リリース２というようなものの検討に入りつつあります。ＮＧＮとい

うのはもともと、ネクスト・ジェネレーション・ネットワークですから、ネットワークの

規格を決めるところですが、そのリリース２というところでＩＰＴＶの話を主にこれから

やっていきましょうねということで、今まではネットワーク専用の話をしてきたんですが、

その中にＩＰＴＶが入るというようなところだけ、ここではお話ししておきます。 

 次のページは、先ほどのＷＧの１から６までで何を話しているかというのを、参考まで

にここに挙げておきました。左側のアーキテクチャのあたりが１で、右下が６というよう

なイメージです。 

 これ以降はちょっと英語でごちゃごちゃ書いてあるところもありますけれど、もしＩＴ

Ｕ－Ｔでどういうことが話されているかというようなことがありましたら、少しエッセン

スだけを抜き出して参考までに資料としてつけたということですので、飛ばさせていただ

きます。 

 私からは以上でございます。 

【多賀谷座長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきましてご質問等ありましたら、ご自由にお願いいた

します。 
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【中村構成員】  大変豊富な説明で、お聞きしたいことが多々あるんですが、日本での

ＩＰＴＶのスケジュールについてはどんなふうに考えておられますか。 

【岸上理事】  それは各事業会社ごとにもちろん違うと思っていますが、皆様のイメー

ジというのは、来年度の終わりぐらい、すなわち２００８年の１月、２月、３月あたりか

ら徐々に出てくるんじゃないかと。ＮＴＴのお話だけで言いますと、今、ＮＧＮトライア

ルというのを進めてき始めたところでございますが、これを１年間行います。１年間行う

ということは２００７年１２月までで、その後、できるだけ速やかにビジネス化できるも

のはビジネスにしていきたいというようなところですので、それから考えると２００８年

の初めぐらいからできればいいなという状況ですが、技術並びにメーカーあるいはいろん

な方のご協力、並びに、場合によっては制度等の環境整備というものも必要かもしれませ

ん。大体そんなところかなと思っておりますが。 

【中村構成員】  受信機の方の見通しはどうですか。 

【岸上理事】  受信機、これが一番大変でして、私はお答えできる立場には全然ないん

ですが、今、いろんなところでお話はさせていただいております。受信機は最低でも１年

から１年半、あるものをつくるのに必要だというふうに言われておりますので、その前に

規格を決めなければならないというようなところから、今現在、それはどれで行くかとい

うのが決まった状況ではまだない。それに近いのかもしれません、状況としては。そうし

ますと、最低１年という線を引くと先ほどぐらいのところかなと。ただ、商品規格の分野

というのは私どもは何も立ち入れませんので、実際に春モデルとか秋モデルとかどういう

形で出すのかはわからないですが、それにアベイラブルな規格としましてはできるだけ速

やかに決めていただきたいというふうには思っているところです。 

【中村構成員】  もう１つ、今の説明はＦＴＴＨを前提にしておりますね。ところが、

ケーブルの実態というのはＨＦＣですよね。その場合に、ＳＴＢの入力側なり出力側で注

意しておかなきゃならないという点は何か検討されておることがありましたら。 

【岸上理事】  私どもは、ＨＦＣを前提にという検討をしたことはあまりございません。

申し訳ございませんけど。最終的にどういうインフラでやっていくかというのは、ある種、

それぞれのメディアの特性で一番いいものを使えばいいと思っておりますが、ただ、やは

り最終的に重要なのは、その上でのコンテンツ、楽しい・面白いというお言葉が先ほど石

橋さんからございましたけれど、その辺をいかに速く、なおかつ、ある意味それでビジネ

スとして成り立つところに持っていくためのインフラだというような位置付けだと思って
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おりますので、ＦＴＴＨが、あるいはＨＦＣがというような話は、多分、それぞれのいい

ところを使っていけばいいのかなと。たまたま通信の方ではずっとファイバーでというの

を掲げてきましたので、私どもはそこで今進んでいるだけというような、ちょっとお答え

になっていませんけれど。 

【中村構成員】  どうもありがとうございました。 

【多賀谷座長】  今の話と若干関係するんですけれど、今日の新聞を見ていましたら、

アメリカでＦＣＣが通信事業者に対してＣＡＴＶ参入を認めるというようなことですけれ

ども、今お話しのところのＩＰＴＶは、ファイバーを前提として議論をされ、今、岸上さ

んからご説明があったわけですけれども、今後、日本の場合にファイバーがどこまで敷設

されるかということですけど、都市部についてはそれなりにファイバーは敷設されていく

だろう。しかし、日本全国すべてそれが敷設されるとは限らない。ローカルな部分につい

てはＨＦＣのケーブルのネットワークはあるし、ケーブルもなしにワイヤレスでもってつ

なぐというようなところもある。そういう状況は多分２０１５年まで続くんだろうと思う

んですね。そういう場合に、ＮＧＮ構想というものがどういうふうに、あくまでもファイ

バーを前提とした議論にするのか、それともそういう共存といいますか、そういう併存し

たところでもなおコンテンツベースで共通なサービスというのを志向するのか、技術的な

観点からどう考えられますでしょうか。 

【岸上理事】  非常に難しいご質問だと思います。確かに２０１０年３,０００万という

ことは、残り３,０００万どうするんだというようなお話になろうかと思います。特にルー

ラルエリアにおきましてはファイバーも難しいですし、例えば地デジの普及に関する話で

言いますと、ギャップフィラーというような無線を使ったやり方もあろうかと。何もすべ

てがファイバーあるいは他の方式というものじゃなくて、それぞれのメリットを生かした

形である種のインフラは敷かれれば私はいいんじゃないかなというふうには思っておりま

す。重要なのは、ユーザーから見たときに、それらがある意味シームレスに使えれば、そ

れがどういう物理的インフラあるいはどういうプロトコルかというのは隠ぺいできるはず

ですので、健全な形であれば、そちらの方向に全体が進めば多分いいんだろうなと。ただ、

ＮＴＴの立場といいますか、今、ＮＴＴはＮＧＮというものに邁進しておりますので、ま

ずはそちらの方向でかなり進めたいとは思っているんですが、それをやったとしても、日

本全国津々浦々までやるということがもしできたとしても非常に時間のかかる話で、少な

くとも２０１０年のレベルでは加入者数にして半分、カバー率にすればどうかわかりませ
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んけれど、なので、どこかでいろんな形での相互接続とか連携とかということが当然起こ

るんじゃないかと個人的には思っております。 

【多賀谷座長】  ルーラルの場合、そういう形で併存するでしょうけど、都市型の場合

には都市型ケーブルとまさにファイバーと両方並行にあるわけですね。その場合、ＮＧＮ

はどういうふうになるんでしょうかね。都市型ケーブルテレビとの関係においてはですね。 

【岸上理事】  おっしゃるとおり、都市部におきましてはある種、そこのところは、そ

のレイヤーだけ見ると競合関係になる可能性もあるかと思います。じゃあ、それをどうす

ればユーザーから見て一番メリットのある形にできるかというのは、今後、私どもの中で

も、ＲＦがいいのか、あるいはＩＰがいいのかということを言いながらも、ＮＴＴグルー

プは両方とも今動かしているところで……。 

【多賀谷座長】  ＮＧＮの中で両方ともやるという……。 

【岸上理事】  いや、ＮＧＮの中といいますか、例えば先ほどのＲＦというのは、ＮＧ

Ｎの中には多分カテゴライズされない方式だと思うんですね。ただ、じゃあＮＧＮを始め

たからＲＦをすぐやめるかというと、そんなこともない。通信なり放送なり、ケーブルも

もちろんそうだと思うんですけど、１回メディアを走らせますと、そう簡単にころころは

変えられないという状況ですので、その中のバランスをどういうふうにしていくかという

のは、なお時間をかけて今後検討していくとしかちょっとお答えできない状況です。 

【後藤座長代理】  実証実験の対象地域の限定ですけれども、これは例えばＩＰアドレ

スなどというご説明でしたが、それは大体ＩＰアドレスによる限定という方法が比較的コ

ンセンサスなんですか。それとも、もう少しきつめの認証であるとか何か制限みたいなも

のも想定するんでしょうか。 

【岸上理事】  そのあたりはどちらかというと後藤先生の方が専門だと思われますので、

ルーティングの話はちょっと置いておきますけれど、１つはやっぱりネットワークの地域

性というものを地域限定のネットワークというような引き方もしていますので、いわゆる

地域ＩＰ網ですね、そういうようなものを使うやり方。あるいは、より限定を行うために、

今で言えばＢ－ＣＡＳカードということで認証しておりますけれど、地デジで行っている

のと同じような――全く同じ方式を使うかどうかはわかりませんけれど、それぞれにＣＡ

ＳあるいはＤＲＭというようなものを入れまして、これはコンテンツ保護の兼ね合いもあ

りますし、あるいは課金等が必要なサービスへの提供というのもございますけれど、それ

を用いた限定を受信機側に置いたＣＡＳのシステムの方でも行うということで、複数の方
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式でやるということを考えております。 

【後藤座長代理】  もう１つ、遅延のお話で、これは岸上さんのご説明の中でも十分あ

りましたし、資料にも書かれているんですけれども、これは地デジの直接のテレビの受像

機と比べた場合において、１秒から２秒。これは測定結果ということですが、分布がある

ということですよね。この遅延時間の長さはネットワークの構成等を見れば大体予測がつ

くような感じの分布になるんですか。 

【岸上理事】  実はそこの中をお話しいたしますと、いろんな要因がございます。１つ

は、まず、その比較のベースになります地デジの方の速度といいますか、例えば同時にあ

るチャンネルに合わせたと。そうすると、どちらかが速く出て、どちらかが遅く出て、そ

の差というのでできるかもしれませんけれど、そのときに地デジはカルーセルというもの

の中で回っていますので、たまたまタイミングがカルーセルのあるフレームが来たときに

合えば速いというようなこともあって、そのベースになるほうの速度というのが、そうい

う比較をすると少し変わるということ。それから、遅延に関する主な要因というのはネッ

トワークではなく、いわゆるエンコードデコードの部分が結構大きなところがございまし

て、そこのところの要因というのはネットワークに比べると１桁、２桁ぐらい違う値なん

ですね。したがって、ネットワークの揺らぎ、ジッターというのはそれなりにはございま

すけれど、それをはるかに超える遅延要因というのは、受信機自体が持っているデコード

の時間、あるいは、一旦、局で送信設備のあるところで受けて、それをエンコードすると

きの時間、そちらの方が主な要因になっています。 

【後藤座長代理】  秒単位ということですから、ネットワークというよりは、受像機側

も含めた設備ということで見れば、その性能でおおむね推察ができるのでしょうか？ 

【岸上理事】  そうです、はい。 

【後藤座長代理】  ありがとうございました。 

【多賀谷座長】  それでは、次の議題に参ります。前回会合で報告書の大まかな構成に

ついてご確認いただきましたが、事務局でもう少し詳細な目次案を作成しましたので、こ

れについて議論してまいりたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

【井上地域放送課課長補佐】  まず、今後のスケジュールについてご説明申し上げたい

と思います。 

 本日、これまでの議論を踏まえまして、資金を融通する金融機関の政投銀から見たケー
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ブル業界、それから、視聴者・利用者の視点に立ってこれからどうやって選ばれ続けるの

かというケーブルテレビ業界としての取り組み、それから、ＮＴＴのＩＰＴＶに関する取

り組みについてプレゼンをいただきました。また後ほどご説明いたしますが、事務局で外

部のシンクタンク野村総研に２０１５年のケーブルテレビを取り巻く市場動向の調査委託

を行っていきたいと考えてございます。そこで、今後につきましては、これまでこの研究

会におきまして各事業者様で行われている先進事例のお話、それから公共性とか公益性等

に関するこの研究会での議論、それから本日の視聴者・利用者の視点に立ってどういうサ

ービスをしていくかというお話、それから資金提供者としての金融機関の視点のプレゼン、

それからケーブルを取り巻くプレーヤーのＮＴＴからのプレゼン等と、それから併せまし

て外部のシンクタンクの調査研究と、さまざまなご意見・素材のインプットを踏まえまし

て、２０１０年代、ケーブルテレビが健全な形で切磋琢磨していかに発展していくかとい

うような観点を踏まえまして、事務局で報告書案に関するたたき台を作成させていただき

ます。来年１月から３月の間で研究会で議論させていただきまして、来年度早々には報告

書として決定いたしたいというふうに考えてございます。スケジュールが若干後ろ倒しと

なっておりますが、何とぞよろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の資料９－４「２０１０年代のケーブルテレビの在り方に関する研究会」

報告書目次（案）につきまして、簡単にご説明させていただきたいと思います。 

 「１ 現状認識」としましては、放送を取り巻く環境ということで、前回も通信・放送

の融合の加速ということを掲げさせていただきましたが、もうちょっと融合の範囲を分割

いたしまして、インフラの部分の融合、それから、端末、事業体としての融合、国として

の研究会等々をまとめたいと考えてございます。それから、「地上テレビジョン放送の２０

１１年のデジタル化」といたしまして、基本的な考え方、現在までの状況、今後の方策に

ついてまとめたいと思っております。「国の政策展開」といたしましては、マス排の見直し

等放送業界の規律の動き、それから、通信分野のＩＰ時代の競争政策の動き、それから昨

今の著作権法の改正、コンテンツ取引の規律の動向等を「（１）放送を取り巻く環境」でま

とめたいと思います。 

 「（２）ケーブルテレビの現状」として、ケーブルテレビの現在の加入世帯数とか経営状

況とか実態をまとめたいと考えてございます。 

 「（３）ケーブルテレビの変化の潮流」ということで、さまざまな放送以外のサービス、

インターネット接続からクアドロプルプレイサービスと言われるところまで行われている
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現状をまとめたいと考えております。それから、公設公営型のところでやられているよう

な行政との連携強化の話。それから、技術開発の動き。それから、経営体の話としてＭＳ

Ｏとか事業者間連携の現状についてまとめたいと思います。 

 「２ ケーブルテレビのあるべき姿に向けた課題と諸方策」ということで、（１）は、前

回のご指摘を踏まえまして、ケーブルテレビの位置づけ、ケーブルテレビの特性というこ

とをまずまとめさせていただきたいと考えてございます。 

 そこで項を分けまして、（２）といたしまして２０１０年代、１０年後のケーブルテレビ

のあるべき姿というのを、２０１５年における我が国を取り巻く環境を踏まえ、ケーブル

テレビとしてどういう役割を果たしていくのか。放送の話、通信としてユビキタスの話、

地域密着、国際基準、経営体の話に触れたいと思っております。 

 （３）といたしましては、その途中過程における２０１０年までに当面の課題と諸方策

としてどういうことをやっていくかということで、これについては第６回の研究会で議論

させていただきました内容をその後の議論を踏まえましてブラッシュアップさせていきた

いと思っております。内容といたしましては、第６回の基本的に掲げられているものをま

とめておるものでございます。 

 最後に「まとめ」といたしまして、２（３）で出てきた課題と諸方策の中で国としてや

るべきと考えられるものを整理してまとめたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

【多賀谷座長】  それでは、ただいまの報告書目次案につきまして、ご質問あるいはご

意見ございましたら、自由にご発言願います。 

何かご意見ありましたら、できるだけ早く事務局の方に、個別にでもいいですけれども、

構成員の皆様からお申し出いただければと思います。 

 本日は、今後のケーブルテレビの取り組み等に関するヒアリングと、報告書の目次案に

ついて検討してまいりましたが、これまでの議論を踏まえ、事務局において報告書案を作

成いたしますので、次回会合で詳細に検討してまいりたいと思います。 

 それでは、本日の議事はこれで終了しますけれども、事務局から連絡事項がありますの

で、お願いいたします。 

【井上地域放送課課長補佐】  先ほども申し上げましたとおり、ケーブルテレビを取り

巻く市場の動向につきまして事務局にて調査研究を実施する予定でございます。この市場

調査の検討におきましては、構成員の皆様の知見を賜りながら調査を行いたいと考えてご
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ざいまして、その概要につきましてご説明させていただきたいと思います。 

【北林主任コンサルタント】  野村総合研究所の北林と申します。よろしくお願いいた

します。 

 この研究会と並行する形で、２０１０年代におけるケーブルテレビを取り巻く業界動向、

それから市場動向の調査研究を実施させていただきたいと思います。 

 本調査では、２０１０年代のケーブルテレビのあるべき姿の検討のための基礎情報とい

たしまして、今後のケーブルテレビ業界に大きな影響を与えるであろう要素がどんなもの

であるか、それに基づいてどういった姿があり得るのかという業界のシナリオを構築して

いくこと、それに基づきまして、市場の動向、加入者世帯数ですとか市場規模のような予

測をしてまいることを目的としております。 

 本調査におきましては、調査手法としてシナリオプランニングというものを用いたいと

思っております。ケーブルテレビ業界の将来予測に当たりましては、影響を及ぼす要因が

数多く存在しておって、しかも不確実性が非常に高いという認識を我々は持っております。

ということですので、本調査では将来予測１本の普及、例えば普及の曲線を１本だけ引い

ておしまいというわけではなくて、複数のシナリオ、あり得るべき未来というのはどうい

ったものがあるのかというものを想定して、その中で、では、こういう形になった場合、

こういう未来になった場合はどういうふうに対処すればいいのか、あるいはこうならない

ようにするにはどうすればいいのかという視点から、多角的に業界の未来を予測していこ

うというアプローチをとっております。私ども自身でも、例えばブロードバンドの普及動

向ですとか、１０年スパンで普及予測等させていただくこともございますが、その際はや

はり右肩上がりの線を１本引いておしまいというところが通例でございます。ケースによ

っては、上位ケース、下位ケースと３本ぐらい線を引くことがございますが、やはり不確

実性が多い業界においては、１本線を引いただけでおしまいというのでは、どこまで実効

性があるのかなというところもございまして、今回、特にケーブル業界、今後、非常に大

きな転換期を迎えるという認識がございますので、このシナリオプランニング、複数のシ

ナリオを予測するという手法を採用させていただきたいと思います。 

 具体的にどういったアウトプットイメージになるのかというものを次のページの図にお

示しさせていただいておりますが、上の四角の部分ですね、４つのケーブルテレビ事業に

おける環境のシナリオを想定するような形を考えております。こちら、将来、ケーブルテ

レビ事業に対して大きな要因を与えるものは何なのか、さらに、その中で不確実なもの、
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特に大きな影響を与えつつもどう転ぶかわからないものを２つピックアップして、それぞ

れ２つを掛け算して合計４つのシナリオを構成しております。ここはあくまで現時点での

アウトプットのイメージでございますので、今、これが現時点の仮説というわけではない

点、ご了承ください。 

 例えばですが、有料放送市場の動向、上の方の軸が、今後、増加していくのか、それと

も頭打ちなのか。それから、ＩＰ放送の普及、していくのか、それとも難視対策に限定さ

れるのか。この組み合わせに掛ける２で４つのシナリオをつくって、例えば有料放送の需

要が今後も増加し続けて、それからＩＰ放送が広く普及するのならば、①にありますよう

に、放送・通信の融合が実現するという未来が待っていると。あるいは、有料放送の需要

が頭打ちで、さらにＩＰ放送も難視対策に限定される、そういうようなことであれば、④

にありますように現状維持の未来が待っているというような形で、今、どちらに転ぶかわ

からない、でも、非常に影響度が高い要素というものを幾つかピックアップをして、その

組み合わせで複数の未来を想定しようという手法で市場の予測を行っていくということを

想定しております。 

 調査のスケジュール等でございますが、基本的に、消費者アンケート調査、それから後

ほどご案内させていただきますが、構成員の皆様方にもアンケート調査を行いまして、１

月の中旬ごろに調査事務局より、今のところ電子メールにてのアンケートを想定しており

ますが、アンケートを実施させていただきたいと思います。その集計をもちまして、２月

の段階で速報版、最終的には調査報告書を年度内に完成させるという予定で進めておりま

す。つきましては、１月中旬ごろに構成員の皆様方にも本アンケートのご協力をお願いい

たしたいと思います。アンケートの内容、それから、どういった形でのご回答をお願いし

たいかという点につきましては、また後ほどご連絡をさせていただきたいと思いますが、

まずはこういう調査であるということをご理解の上、ご協力いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

【井上地域放送課課長補佐】  本調査につきまして、皆様のご協力を賜りたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。次回は１月の開催を予定してございまして、日程につ

きましては座長ともご相談の上、別途またご案内させていただきたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

【多賀谷座長】  それでは、本日の会合はこれで終了いたします。皆様、どうもありが
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とうございました。 


